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児童館・学童クラブ事業の概要  

 
１ 児童館事業 

事業の根拠 
 児童福祉法第４０条 
 京都市児童館及び学童保育所条例 

開始年度  昭和４５年度 

目  的  児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにする。 

施設の種類  児童福祉法第４０条に規定する児童厚生施設 

設 置 数  １２９館（令和７年４月時点） 

設置主体 
 京 都 市 ９０館（全館で学童クラブ事業を実施） 
 民間法人等 ３９館（うち３８館で学童クラブ事業を実施） 

実施方法 
 指定管理者制度及び委託方式（京都市設置分は、指定管理者制度、民間施
設分は社会福祉法人等へ委託） 

開 館 日 
 日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日～３１日及び１月２日・
３日）を除く毎日 

開館時間  午前１０時～午後６時３０分 

利用対象  ０歳から１８歳未満の児童とその保護者等 

利用方法  自由に来館（一部登録制クラブあり） 

利用実績 

（単位：人） 
乳幼児 １５３，８２５ 

小１年～３年 １１８，００２ 
小４年～６年 ８４，３８１ 

中高生 ２９，２８５ 
大 人 ２４１，３４１ 

ボランティア 
中高生 ２，４５０ 

大人 ２５，７６５ 
合計 ６５５，０４９ 

  ※令和６年度の実績 
 
＜事業内容＞ 
 
１ 子ども育成活動 
○ 行事活動 
  スポーツ、ゲーム大会、クリスマス会等の季節の行事、児童館まつり等 
○ クラブ活動 
  工作、料理、手芸、切り絵、人形劇、太鼓、スポーツクラブ等 
○ 遊びの教室 
  こま、竹馬、けん玉、一輪車、伝統遊び等  
○ 中高生と赤ちゃんとの交流事業（令和６年度実施状況：５７箇所） 
 中高生が赤ちゃんとふれあうことで、中高生の他者に対する関心や共感の能力を
高めるなど、健全育成を図る。 

 
２ 子育て家庭支援活動 
○ 乳幼児クラブ 
  乳幼児と保護者を対象とした遊びやリトミック等の子育て講座等  
○ 子育て相談 
  身近な相談機関として相談に応じ、児童相談所等の専門機関への紹介等を実施 
○ 子育て支援活動 
  子育て講演会や育児講座を子どもはぐくみ室等とも連携して実施 

 
３ 地域福祉促進活動 
○ 母親クラブ 
  地域の母親層を中心としたボランティア組織、児童館を拠点に活動 
○ 地域住民とのふれあい交流の活動 
  高齢者との交流会など、地域での新たなつながりを創造 

資料３ 
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２ 学童クラブ事業（児童館・学童保育所実施分） 
⑴ 事業概要 

事業の根拠 

児童福祉法第６条の３第２項 

京都市児童館及び学童保育所条例 

京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に 

関する条例 

京都市公設学童クラブ事業実施要綱 

京都市民設学童クラブ事業実施要綱 

開始年度  昭和４０年度 

目  的 
 放課後児童を保護する者がいない家庭の小学生児童等に対し、適当な場を設け

て保護するとともに、これら児童を健やかに育成する。 

対  象 

母子・父子家庭や、両親の共働き家庭その他の事情により、放課後児童を保

護する者がいない家庭の児童及びこれに準じた環境にある児童で小学校第１学

年から第６学年在学中の児童 

実施方法 
 指定管理者制度及び委託方式 

（京都市設置分は指定管理者制度、民間施設分は社会福祉法人等へ委託） 

実施箇所数 

 １３９箇所（児童館：１２８箇所、学童保育所１１箇所） 

 ・児童館（公設：９０箇所、民設：３８箇所） 

 ・学童保育所（公設：８箇所、民設：３箇所） 

登録児童数  １６，０５０人（令和７年４月１日現在） 

実施日 
 日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日～３１日及び１月２日・３日）

を除く毎日 

実施時間 
 月曜日～金曜日      放 課 後～午後６時３０分 

 土曜日及び学校長期休業中 午前８時～午後６時３０分 

利用料金 

 

利用区分 
平日のみ 平日＋土曜 長期休業中 

（８月のみ） 

（一律） 午後５時まで 午後6時30分まで 午後５時まで 午後6時30分まで 

基本額 

１ 人 目 9,000 円 11,000 円 11,000 円 12,000 円 13,000 円 

２ 人 目 4,500 円 5,500 円 5,500 円 6,000 円 6,500 円 

３人目以降 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 

減
免
（
減
免
後
の
額
） 

① 全 員 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 

② 

１ 人 目 1,600 円 1,700 円 1,600 円 1,700 円 1,700 円 

２ 人 目 800 円 900 円 800 円 900 円 900 円 

３人目以降 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 

③ 

１ 人 目 3,000 円 3,200 円 3,000 円 3,200 円 3,200 円 

２ 人 目 1,500 円 1,600 円 1,500 円 1,600 円 1,600 円 

３人目以降 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 

④ 

１ 人 目 5,000 円 6,000 円 6,000 円 6,500 円 7,000 円 

２ 人 目 2,500 円 3,000 円 3,000 円 3,300 円 3,500 円 

３人目以降 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 
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⑵ 登録児童数 

学童クラブ事業登録児童数（令和７年４月１日現在）

（単位：人）

登録児童数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計

北 320 325 254 184 93 51 1,227 120

上京 241 215 179 132 70 40 877 91

左京 572 541 461 339 167 78 2,158 196

中京 351 340 300 220 125 71 1,407 103

東山 90 90 74 71 23 16 364 39

山科 387 403 328 209 120 39 1,486 118

下京 237 222 185 117 84 21 866 31

南 368 368 257 181 125 54 1,353 113

右京 664 576 417 319 117 53 2,146 181

西京 413 424 349 244 112 33 1,575 86

洛西 164 154 142 104 42 20 626 73

伏見 606 547 471 335 161 58 2,178 208

深草 181 188 133 85 55 18 660 23

醍醐 164 152 115 72 31 17 551 45

合計 4,758 4,545 3,665 2,612 1,325 569 17,474 1,427

　※放課後ほっと広場、地域学童クラブを含む。

（参考１）令和６年度との比較

登録児童数

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計

令和6年度 4,788 4,362 3,678 2,360 1,165 508 16,861 1,356

-30 +183 -13 +252 +160 +61

うち、障害の
ある児童数

うち、障害の
ある児童数

R6→R7
増減

+71+613

140 473
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（参考２）放課後ほっと広場（ゆうゆうクラブ）の登録児童数（令和７年４月時点） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 令和７年度の学童クラブ事業の実施場所の確保状況 
ア これまでの取組状況 

学童クラブ事業の実施場所は、利用児童１人当たりおおむね１．６５㎡の面積を確保する

こととしている。 
令和７年度に向けては、利用児童数が増加すると見込まれる施設を中心に、教育委員会と

の連携のもと、小学校の余裕教室の活用等により、新たに３箇所の学童クラブの実施場所を

確保した。これにより、近年、学童クラブ事業の利用児童が増加傾向にある中でも、基準に

基づく活動スペースを確保することができている。 
 

イ 令和８年度に向けた取組 
引き続き、面積基準を満たし、利用を希望される児童全員を受け入れるため、令和８年度

における利用児童数の見通しに係る情報収集に努めるとともに、教育委員会との連携のもと、

小学校の余裕教室等の確保に向けた調整等を行っている。 

 1 年 2 年 3 年 ４年 ５年 6 年 合計 

京極小学校放課後ほっと広場 

学童クラブ機能（ゆうゆうクラブ） 
１９ １３ １３ １１ ６ ５ ６７ 

下鴨小学校放課後ほっと広場 

学童クラブ機能（ゆうゆうクラブ） 
２９ ３０ ２４ ３１ １０ ６ １３０ 

西大路小学校放課後ほっと広場 

学童クラブ機能（ゆうゆうクラブ） 
２５ １５ １８ １４ １３ ３ ８８ 

九条弘道小学校放課後ほっと広場 

学童クラブ機能（ゆうゆうクラブ） 
９ １０ ９ ６ １０ ６ ５０ 

嵯峨小学校放課後ほっと広場 

学童クラブ機能（ゆうゆうクラブ） 
４５ ５１ ３７ ４４ １３ ８ １９８ 

花園小学校放課後ほっと広場 

学童クラブ機能（ゆうゆうクラブ） 
１０ ２３ １０ １０ ８ ７ ６８ 

北醍醐小学校放課後ほっと広場 

学童クラブ機能（ゆうゆうクラブ） 
１５ １１ １２ １４ ４ ６ ６２ 

合計 １５２ １５３ １２３ １３０ ６４ ４１ ６６３ 
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